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を
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す
る
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採
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□
二
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の
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施
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四 

人

事

委

員

会

規

則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 
髙 
梨 

 

國 

雄 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
中 

□
３ 

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
□
ク
ス
線
技
師 

 

４ 

助
産
師
□
看
護
師
及
び
准
看
護
師 

 

５ 

海
技
従
事
者 

 

６ 

無
線
従
事
者 

 

７ 

職
業
訓
練
指
導
員 

 

８ 

臨
床
検
査
技
師
□
千
葉
県
病
院
局
に
置
か
れ
る
も
の
に
限
る
□
□
及
び
衛
生
検
査
技
師 

 
 

 

 

９ 

臨
床
工
学
技
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 

 
 

 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
□
ジ
指
圧
師
□
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師 

 
 

 

歯
科
衛
生
士 

 
 

 

歯
科
技
工
士 

 
 

 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
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視
能
訓
練
士 

 
 

 

言
語
聴
覚
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

□
３ 

獣
医
師 

 

４ 

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
□
ク
ス
線
技
師 

 

５ 

助
産
師
□
看
護
師
及
び
准
看
護
師 

 

６ 

海
技
従
事
者 

 

７ 

無
線
従
事
者 

 

８ 

職
業
訓
練
指
導
員 

 

９ 

臨
床
検
査
技
師
□
千
葉
県
病
院
局
に
置
か
れ
る
も
の
に
限
る
□
□
及
び
衛
生
検
査
技
師 

 
 

 
 

 
 

 

臨
床
工
学
技
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
□
ジ
指
圧
師
□
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師 

 
 

 

歯
科
衛
生
士 

 
 

 

歯
科
技
工
士 

 
 

 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士 

 
 

 

視
能
訓
練
士 

 
 

 

言
語
聴
覚
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

髙 

梨 
 

國 

雄 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 

 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
五
十
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
七
条
及
び
第
八
条
第
一
項
中
□
千
葉
県
報
に
登
載
し
て
□
を
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利
用
し
て
閲
覧

に
供
す
る
方
法
に
よ
り
□
に
改
め
る
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毎
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令
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8
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月

24

日 

定 
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改
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別
表
第
一
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
の
項
中 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
獣
医
師 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

薬
剤
師
□ 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
三
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
の
項
獣
医
師
の
目
を
削
り
□
同
表
の
備
考
中
□
警
察
官
採
用
試

験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て
は
□
を
□
職
員
採
用
上
級
試
験
及
び
警
察
官
採
用
試
験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て

は
□
人
事
委
員
会
が
採
用
試
験
の
実
施
時
期
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

は
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
七
条
及
び
第
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
□

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
七
十
八
号 

 

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
□
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
法
第
五
条
第
二
項
の
命
令
の
内
容
と
な

獣
医
師 

 
 

 

一 

行
政
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級

の
職
の
う
ち
獣
医
師
□
薬
剤
師
□
保

健
師
及
び
管
理
栄
養
士
を
も
つ
て
充

て
る
職 

二 

研
究
職
給
料
表
の
職
務
の
級
二
級

の
職
の
う
ち
獣
医
師
及
び
薬
剤
師
を

も
つ
て
充
て
る
職 

三 

医
療
職
給
料
表 

□
給
与
条
例
別

表
第
五
医
療
職
給
料
表
ロ
医
療
職
給

料
表 

を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の

職
務
の
級
二
級
の
職 

四 

医
療
職
給
料
表 
□
給
与
条
例
別

表
第
五
医
療
職
給
料
表
ハ
医
療
職
給

料
表 

を
い
う
□
□
の
職
務
の
級
二

級
の
職 

五 

公
営
企
業
の
管
理
者
が
定
め
る

一
□
二
□
三
及
び
四
に
規
定
す
る
職

に
相
当
す
る
職 

 

主
と
し
て
獣
医
学
に
関
す

る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務

に
従
事
す
る
□ 

薬
剤
師 

 

主
と
し
て
薬
学
に
関
す
る

知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
□ 

薬
剤
師

□
病

院
局
□ 

 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
薬

学
に
関
す
る
知
識
□
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

保
健
師 

 

主
と
し
て
保
健
指
導
に
関

す
る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の

他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る
□ 

管
理
栄
養
士 
 
主
と
し
て
栄
養
学
に
関
す

る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務

に
従
事
す
る
□ 

管
理
栄

養
士

□
病
院
局
□ 

 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
栄

養
学
に
関
す
る
知
識
□
技
術

又
は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

 

薬
剤
師 

一 

行
政
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級

の
職
の
う
ち
薬
剤
師
□
保
健
師
及
び

管
理
栄
養
士
を
も
つ
て
充
て
る
職 

二 

研
究
職
給
料
表
の
職
務
の
級
二
級

の
職
の
う
ち
薬
剤
師
を
も
つ
て
充
て

る
職 

三 

医
療
職
給
料
表 

□
給
与
条
例
別

表
第
五
医
療
職
給
料
表
ロ
医
療
職
給

料
表 

を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の

職
務
の
級
二
級
の
職 

四 

医
療
職
給
料
表 

□
給
与
条
例
別

表
第
五
医
療
職
給
料
表
ハ
医
療
職
給

料
表 

を
い
う
□
□
の
職
務
の
級
二

級
の
職 

五 

公
営
企
業
の
管
理
者
が
定
め
る

一
□
二
□
三
及
び
四
に
規
定
す
る
職

に
相
当
す
る
職 

 

主
と
し
て
薬
学
に
関
す
る

知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
□ 

薬
剤
師

□
病

院
局
□ 

 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
薬

学
に
関
す
る
知
識
□
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

保
健
師 

 

主
と
し
て
保
健
指
導
に
関

す
る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の

他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る
□ 

管
理
栄
養
士 

 

主
と
し
て
栄
養
学
に
関
す

る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務

に
従
事
す
る
□ 

管
理
栄

養
士

□
病
院
局
□ 

 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
栄

養
学
に
関
す
る
知
識
□
技
術

又
は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

 

 

別
表
第
二
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
の
項
中 

 
 

 
 

を
□
薬
剤
師
□
に
改
め
る
□ 

 

（二） 

 

（二） 

 
（三） 

 

（三） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（三） 

 

（三） 
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令和 8 年 2 月 24 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１２０号 

る
事
項
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

区
域 

 
 

館
山
市
□
旭
市
□
鴨
川
市
□
南
房
総
市
及
び
匝
瑳
市
並
び
に
安
房
郡
鋸
南
町
の
区
域
内
に
存
す
る
松

か
ら
な
る
森
林
□
以
下
□
松
林
□
と
い
う
□
□
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 
 

□
□
次
の
と
お
り
□
は
□
省
略
し
□
そ
の
関
係
書
類
を
千
葉
県
農
林
水
産
部
森
林
課
並
び
に
館
山

市
□
旭
市
□
鴨
川
市
□
南
房
総
市
及
び
匝
瑳
市
の
各
市
役
所
並
び
に
安
房
郡
鋸
南
町
役
場
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

二 

期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

森
林
病
害
虫
等
の
種
類 

 
 

松
の
枯
死
の
原
因
と
な
る
線
虫
類
を
運
ぶ
松
く
い
虫
□
以
下
□
松
く
い
虫
□
と
い
う
□
□ 

四 

行
う
べ
き
措
置
の
内
容 

 
 

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
松
の
樹
木
の
存
す
る
松
林
を
所
有
し
□
又
は
管
理
す
る
者
は
□
当
該
樹

木
を
伐
倒
し
て
薬
剤
に
よ
る
防
除
又
は
破
砕
を
行
う
こ
と
□ 

五 

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由 

 
 

松
く
い
虫
が
ま
ん
延
し
て
森
林
資
源
た
る
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

た
め 

六 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

１ 

四
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は
□
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
□ 

 

２ 

四
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
破
砕
を
行
う
場
合
は
□
破
砕
後
の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
□
ト
ル

□
木
材
チ
□
パ
□
に
よ
り
破
砕
す
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
十
五
ミ
リ
メ
□
ト
ル
□
以
下
と
な
る
よ
う

に
破
砕
を
行
う
こ
と
□ 

 

３ 

四
に
掲
げ
る
措
置
を
行
□
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
□
当
該
措
置
を
行
□
た
後
□
速
や
か
に
□
四

に
掲
げ
る
松
林
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
林
業
事
務
所
の
長
を
経
由
し
て
□
知
事
に
そ
の
旨
を

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
４
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

 

４ 

四
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
□
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該
措

置
を
行
□
た
後
□
速
や
か
に
□
四
に
掲
げ
る
松
林
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
林
業
事
務
所
の
長

を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
□
そ
の
提
出
が
あ
□
た
と
き
は
□
知
事
は
□
当
該
申
請
者

が
四
に
掲
げ
る
措
置
を
行
□
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
□
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
□
損
失
補
償

金
を
交
付
す
る
□ 

 

５ 

知
事
は
□
四
に
掲
げ
る
松
林
を
所
有
し
□
又
は
管
理
す
る
者
が
□
二
に
定
め
る
期
間
内
に
四
に
掲

げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
□
行
□
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
□
当

該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
□ 

 

６ 

知
事
は
□
５
の
措
置
を
行
□
た
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
費
用
の
額
が
□
四
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う

べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
□
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な

る
べ
き
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
□
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収

す
る
こ
と
が
あ
る
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
七
十
九
号 

 

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
□
同
条
第
一
項
第
四
号
の
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

区
域 

 
 

館
山
市
□
旭
市
□
鴨
川
市
□
南
房
総
市
及
び
匝
瑳
市
並
び
に
安
房
郡
鋸
南
町
の
区
域
内
に
存
す
る
松

か
ら
な
る
森
林
□
以
下
□
松
林
□
と
い
う
□
□
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 
 

□
□
次
の
と
お
り
□
は
□
省
略
し
□
そ
の
関
係
書
類
を
千
葉
県
農
林
水
産
部
森
林
課
並
び
に
館
山

市
□
旭
市
□
鴨
川
市
□
南
房
総
市
及
び
匝
瑳
市
の
各
市
役
所
並
び
に
安
房
郡
鋸
南
町
役
場
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

二 

期
間 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

森
林
病
害
虫
等
の
種
類 

 
 

松
の
枯
死
の
原
因
と
な
る
線
虫
類
を
運
ぶ
松
く
い
虫
□
以
下
□
松
く
い
虫
□
と
い
う
□
□ 

四 

行
う
べ
き
措
置
の
内
容 

 
 

松
く
い
虫
の
被
害
を
受
け
□
又
は
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
樹
木
を
所
有
し
□
又
は
管
理
す
る
者
は
□

当
該
樹
木
に
つ
い
て
薬
剤
に
よ
る
防
除
を
実
施
す
る
こ
と
□ 

五 

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由 

 
 

松
く
い
虫
が
ま
ん
延
し
て
森
林
資
源
た
る
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

た
め 

六 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 
１ 

四
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は
□
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
□ 

 

２ 
四
に
掲
げ
る
措
置
を
行
□
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
□
当
該
措
置
を
行
□
た
後
□
速
や
か
に
□
四

に
掲
げ
る
樹
木
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
林
業
事
務
所
の
長
を
経
由
し
て
□
知
事
に
そ
の
旨
を

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
３
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

 

３ 

四
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
□
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該
措

置
を
行
□
た
後
□
速
や
か
に
□
四
に
掲
げ
る
樹
木
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
林
業
事
務
所
の
長

を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
□
そ
の
提
出
が
あ
□
た
と
き
は
□
知
事
は
□
当
該
申
請
者



 
 

 

四 
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が
四
に
掲
げ
る
措
置
を
行
□
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
□
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
□
損
失
補
償

金
を
交
付
す
る
□ 

 
４ 
知
事
は
□
四
に
掲
げ
る
樹
木
を
所
有
し
□
又
は
管
理
す
る
者
が
□
二
に
定
め
る
期
間
内
に
四
に
掲

げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
□
行
□
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
□
当

該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
□ 

 

５ 

知
事
は
□
４
の
措
置
を
行
□
た
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
費
用
の
額
が
□
四
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う

べ
き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
□
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な

る
べ
き
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
□
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収

す
る
こ
と
が
あ
る
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
八
十
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
□
令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号
□
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
□
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

手
繰
第
三
種
漁
業 

 

２ 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

 
 

 

一
隻 

 

３ 

船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 

十
五
ト
ン
未
満 

 

４ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 

八
十
キ
ロ
ワ
□
ト
□
二
十
五
馬
力
□
以
下 

 
 

 

□
な
お
□
括
弧
内
の
馬
力
数
は
□
漁
船
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
□
平
成
十
三
年
農

林
水
産
省
令
第
百
五
十
三
号
□
に
よ
る
改
正
前
の
漁
船
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

九
十
五
号
□
附
録
第
一
□
同
附
録
の
表
の
備
考
の
規
定
を
除
く
□
□
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
も
の

と
す
る
□
□ 

 

５ 

操
業
区
域 

 
 

 

共
同
漁
業
権
共
第
三
号
□
令
和
五
年
九
月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域 

 

６ 

漁
業
時
期 

 
 

 

周
年 

 

７ 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

 
 

 

共
同
漁
業
権
共
第
三
号
の
組
合
員
行
使
権
者
又
は
当
該
共
同
漁
業
権
を
有
す
る
者
か
ら
同
意
を
得

た
者 

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
三
月
二
十
六
日
ま
で 

公

告 

 
 

 

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
□
市
川
都
市
計
画
道
路
事

業
の
施
行
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

市
川
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
九
号
柏
井
大
町
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

千
葉
県 

三 

事
業
所
の
所
在
地 

 
 

船
橋
市
浜
町
二
丁
目
五
番
一
号
□
葛
南
土
木
事
務
所
□ 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

市
川
市
大
町
及
び
大
野
町
三
丁
目
地
内 

 
 

使
用
の
部
分 

市
川
市
大
町
地
内 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

        
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

２
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

２
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

二
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


